
地域女性活躍推進交付金
（令和７年度補正予算１０.０億円、令和８年度当初予算３.０億円）

男女
センター

国民間企業

農林水産
団体

教育機関

都道府県

・経済産業局
・労働局 等

・男女担当部局
・経済担当部局
・福祉担当部局 等

医療法人
社会福祉法人

・商工会
・農協
・銀行

等

市区町村

【補助率】
（１）活躍推進型：１／２ 

（２）デジタル人材・起業家育成支援型： ３／４

（３）寄り添い支援・つながりサポート型

（A）寄り添い支援型プラス：１／２

（B）つながりサポート型： ３／４

（C）男性相談支援型：１／２

地域経済
団体

特定非営利
活動法人（NPO）

<多様な主体
の連携・参画>
（コミットメント
の明確化）
人材、資金、
ノウハウ等の
提供・共有等

金融機関

女性活躍推進法
に基づく協議会等
多様な主体による
連携体制

＜地域における女性活躍の推進・課題解決＞
• ｢地域性｣を踏まえた ・定量的成果目標設定・｢見える化｣

（様々な課題・困難を抱える女性に対する支援、女性デジタル
人材・女性起業家や女性防災リーダーの育成、女性の登用拡
大等）

・官民連携
・地域連携
・政策連携

【交付上限】
（１） 各区別ごと 都道府県 800万円（注）、

   政令指定都市 500万円、市区町村 250万円

（２）各区別ごと 都道府県 1,200万円、

   政令指定都市 750万円、市区町村 375万円

（３）（A,C）各区別ごと 都道府県・市・特別区 800万円
        町村 500万円

（３）（B） 一律1,125万円

注）推進計画未策定市町村への策定支援事業実施等
   の条件付きで1,000万円とする。

【交付対象】
地方公共団体

他の地域の
• 地方公共団体
• 地域経済団体

等

情報提供内閣府
地方公共団体
（関係団体と

連携） 交付

申請

（１）活躍推進型

女性防災リーダーや女性役員・管理職を育成するための研修、企業経営者の意識改革のた
めのセミナー、地域女性ロールモデル事業への支援。

（２）デジタル人材・起業家育成支援型

ジェンダーの視点を踏まえ、地方公共団体の経済担当部局や商工会議所等との連携・協働に
よる真に効果の高い、女性デジタル人材や女性起業家を育成するためのセミナーや就労につ
なげる相談、ネットワークづくり等のマッチング支援や伴走型支援。

（３）寄り添い支援・つながりサポート型

様々な課題・困難を抱える女性に寄り添った相談支援、孤独・孤立で困難や不安を抱える女
性が社会とのつながりを回復できるようＮＰＯ等の知見を活用した相談支援やその一環として行
う生理用品の提供等の支援、男性相談事業への支援。
（Ａ）寄り添い支援型プラス  
（Ｂ）つながりサポート型
（Ｃ）男性相談支援型 
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